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入 力 画 面 プ レ ビ ュ ー 補 足 説 明 

  

 推 奨  

 

『利用者登録せずに申し込む方はこちら』をクリックして申し込みをしてくださ

い。 

 

 

※別途、利用者登録をご希望の方は５ページ目にある利用者登録の方法をご確認

ください。 

 

 

 

■手数料の納付に記載されている手数料が、ご希望の申請の手数料と一致してい

るか再度ご確認ください。各申請手数料については、下記の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇問題ないようであれば、同意するからお進みください。 

 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 

新規許可 ８１，０００円 ８１，０００円 

更新許可 ７３，０００円 ７４，０００円 

変更許可 ７１，０００円 ７２，０００円 
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入 力 画 面 プ レ ビ ュ ー 補 足 説 明 

 

○法人の場合は本店所在地、個人事業主の場合は住所を所管する窓口をチェック

してください。 

 

○申請者が法人である場合は下段の「○」をチェックし、法人名を入力してくださ

い。 

○申請者が個人事業主である場合は上段の「○」をチェックし、（氏）と（名）に

それぞれ住民票のとおり入力してください。 

○なお、個人事業主の屋号の入力はできません（「法人名」欄に入力しても無効で

す。）。 

 

○申請者が法人である場合は下段の「○」をチェックし、法人名のフリガナを入力

してください。 

○申請者が個人事業主である場合は上段の「○」をチェックし、（氏）と（名）に

それぞれふりがなを入力してください。 

○住民票にフリガナの表示があれば、住民票のとおり入力してください。 

○なお、個人事業主の屋号の入力はできません（「法人名」欄に入力しても無効で

す。）。 
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入 力 画 面 プ レ ビ ュ ー 補 足 説 明 

 

○法人の場合は、代表者の役職名（代表取締役等）を登記事項証明書のとおり入力

してください。 

※会社法上の役職名なので、「社長」は不要です。 

※個人事業主の場合は、入力不要です。 

 

○法人の場合は、代表者の氏名を登記事項証明書のとおり入力してください。 

 

 

○申請者が法人である場合は登記事項証明書の本店所在地の郵便番号、個人事業

主である場合は住民票の住所の郵便番号を、間にハイフンを入れずに半角数字

で入力してください。 

 例）231-8588 の場合は、「2318588」となります。 

 

○申請者が法人である場合は登記事項証明書の本店所在地、個人事業主である場

合は住民票の住所を入力してください。 

 

○電話番号を、間にハイフンを入れずに半角数字で入力してください。 

例）(045)210-1111 の場合は、「0452101111」となります。 

 

○申請者の内部の方が担当される場合は、法人名と（所属部署があれば）所属部署

名を入力してください。 

○行政書士法人等外部の方の場合は、所属の事務所名等を入力してください。 

例）○○行政書士法人、○○行政書士事務所 

 

○担当者様の氏名を入力してください。 
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入 力 画 面 プ レ ビ ュ ー 補 足 説 明 

 

○担当者様の氏名のフリガナをカタカナで入力してください。 

 

○担当者様の連絡先電話番号を必ず入力してください。 

※間にハイフンを入れずに半角数字で入力してください。 

例）(045)210-1111 の場合は、「0452101111」となります。 

 

○この手続での連絡先となるメールアドレスを入力してください。 

※電子申請の受付完了時、申請書類の仮受付完了時に当方から発信するメールの

送信先となります。 

 

○申請書の表紙（＝第 1面）のデータをお送りください。 

※原則として、ワード又はエクセルで作成したデータか、又は pdf データとして

ください。 

（なお、やむを得ない場合は写真等の画像データも可能としております。） 
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参考 利用者登録を行い、産業廃棄物収集運搬業許可申請の申込をする場合 

入 力 画 面 プ レ ビ ュ ー 補 足 説 明 

  

 

〇『利用者登録される方はこちら』をクリックしてください。 

 

〇利用者登録説明をご確認頂き、内容に問題がなければ『同意する』をクリックし

てください。 

 

 

〇利用者区分は必ず『個人』、『法人』のどちらかを選択してください。 

 『代理人』を選択するとｅ－ｋａｎａｇａｗａを利用した申請手数料の電子納

付が出来ませんので選択しないでください。 

 

〇ご利用になるメールアドレスを入力して頂き、『登録する』をクリックしてくだ

さい。 

 

〇登録したメールアドレスに利用者登録画面へのＵＲＬが届きますので、必要事

項を記入してご登録ください。 

 

〇以上で、ｅ－ｋａｎａｇａｗａでの利用者登録は完了です。 

ただし、（特別管理）産業廃棄物収集運搬業（積替・保管なし）の申込は完了し

ていません。続けて申込を行う場合は、登録した利用者ＩＤでログインし、申込

を行ってください。 

 

◀ 選択しないでください × 
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参考 利用者登録の情報を削除するには 

入 力 画 面 プ レ ビ ュ ー 補 足 説 明 

 

 

 

〇ｅ－ｋａｎａｇａｗａにログインして頂き、右上にある『マイページ』をクリッ

クしてください。 

 

   

〇マイページ内の『利用者情報の確認』をクリックしてください。 

 

〇利用者詳細の右下にある『削除する』をクリックすると、利用者登録の削除が完

了になります。 

 


